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席を停止させることがある。

　第７章　入　学　料
（入学料）

第21条　入学料の額は，大阪府立学校条例（平成

24年大阪府条例89号）の定めるところによる。

（納付方法等）

第22条　前条の入学料は，委員会が別に定める期

日までに納付するものとする。

２　既納の入学料は，還付しない。ただし，特別

の理由があると認めるときは，その全部又は一

部を還付することがある。

（免　　除）

第23条　第21条に定める入学料は，委員会の定め

るところにより，免除することがある。

（入学許可の取消し）

第24条　校長は，入学を許可された者が，第22条

第１項により別に定めた期日までに入学料を納

付しないときは，入学許可を取り消すことがで

きる。

　第８章　賞　　　罰
（褒　　賞）

第25条　褒賞については，校長が別に定める。

（懲　　戒）

第26条　校長及び教員は，教育上必要があると認

教　務　関　係

１．服喪規定
　忌引は下記日数の範囲で家庭の事情により保

護者の申出た日数でする。ただし，事情によれ

ば学校長の承認によりこの範囲を越えて認める

こともある。

　　父　　母　　　　　　　　　　　　７日

　　祖父母，兄弟，姉妹　　　　　　　３日

　　伯叔父母，従兄弟姉妹，曽祖父母　１日

２．進級規定
　進級の認定は次の条件を基準として行う。

①　欠席日数が出席すべき日数の３分の１を超

えないこと。

②　全ての科目を履修していること。

③　不認定科目が３科目以内でかつ合計が10単

位以内であること。

④　特別活動を履修し，その成果が十分である

こと。

３．考査時の注意事項
①　考査を欠席する場合は，午前 8時30分まで

に保護者に電話連絡してもらう。

　　・体調不良で欠席するときは，必ず病院で受

診すること。

　　・登校後，速やかに定期考査欠席届を担任に

提出する。（病院で受診したときは，受診を

めるときは，生徒に懲戒を加えることがある。

２　懲戒のうち，退学，停学及び訓告の処分は，

校長がこれを行う。

３　前項の退学は，次の各号の一に該当する者に

対して行う。

１　性行不良で改善の見込みがないと認められ

る者

２　学力劣等で成業の見込みがないと認められ

る者

３　正当の理由がなくて出席常でない者

４　学校の秩序を乱し，その他生徒としての本

分に反した者

附　　　則
（施行期日等）

この学則は，平成25年４月１日から施行する。

第８条　教育課程及び授業日時数は，別表のとお

りとする。

２　生徒は，前項に規定する所定の教育課程を履

修しなければならない。

　第５章　学習の評価並びに課程の修了及び卒業
の認定

（学習の評価並びに課程の修了及び卒業の認定）

第９条　学習の評価についての必要な事項は，校

長が別に定める。

２　各学年の課程の修了及び卒業の認定について

の必要な事項は，校長が別に定める。

３　校長は，前項の規定により卒業を認めた生徒

には，様式第１号による卒業証書を授与する。

４　校長は，必要と認めた者には，様式第２号に

よる卒業証明書，様式第３号による単位修得証

明書，様式第４号による成績証明書及び様式第

５号による在学証明書を交付する。

（原級留置）

第10条　校長は，各学年の課程の修了又は卒業を

認めることができない生徒を原級に留め置くこ

とがある。

　第６章　入学，転学，留学，海外からの留学生
の受入れ，退学，休学，出席停止等

（入学資格）

大阪府立守口東高等学校学則

　第１章　総　　　則
（学則の目的）

第１条　この学則は，大阪府立高等学校等の管理

運営に関する規則（昭和32年大阪府教育委員会

規則第４号）第37条の規定に基づき大阪府立守

口東高等学校（以下「本校」という。）について

必要な事項を定めることを目的とする。

　第２章　課程，学科，収容定員及び職員の組織
（課程，学科及び収容定員）

第２条　本校の課程，学科及び収容定員は，次の

とおりとする。

　　全日制の課程　普通科　　760 人

（職員の組織）

第３条　本校の職員は，校長，教頭，首席，指導

教諭，教諭，養護教諭，講師，実習教員，事務

長，主査，副主査，主事，技師，その他必要な

職員をもって組織する。

　第３章　修業年限，学年，学期及び休業日
（修業年限）

第４条　修業年限は，全日制の課程にあっては３

年とする。

（学　　年）

（保護者等の異動の届け出）

第15条　保護者等はその住所その他に異動のあっ

たときは，速やかにその旨を校長に届け出なけ

ればならない。

（転　　学）

第16条　他の高等学校に転学をしようとする生徒

は，様式第10号による願書を提出し，校長の許

可を受けなければならない。

（留　　学）

第16条の２　外国の高等学校に留学しようとする

生徒は，様式第10号の２による願書を提出し，

校長の許可を受けなければならない。

（海外からの留学生の受入）

第16条の３　海外から本校に留学をしようとする

者は，様式第10号の３による願書を提出し，校

長の許可を受けなければならない。

（退　　学）

第17条　退学をしようとする生徒は，様式第10号

による願書を提出し，校長の許可を受けなけれ

ばならない。

（編入学及び退学）

第17条の２　編入学及び退学をしようとする生徒

は，様式第10号の４による願書を提出し，校長

の許可を受けなければならない。

（休　　学）

第18条　病気等の理由により，休学をしようとす

第11条　本校に入学することのできる者は，次の

各号の一に該当する者とする。

１　中学校，特別支援学校の中等部等を卒業した

者又は中等教育学校の前期課程を修了した者

２　文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を

有するものとして認定した在外教育施設の当該

課程を修了した者

３　外国において，学校教育における９年の課程

を修了した者

４　文部科学大臣の指定した者

５　就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定

規則（昭和41年文部省令第36号）により，中学

校を卒業した者と同等以上の学力があると認定

された者

６　その他校長が，中学校を卒業した者と同等以

上の学力があると認めた者

第12条・第13条　省略

（誓約書及び保証書等）

第14条　入学を許可された者は，入学の日から15

日以内に，様式第８号による誓約書及び様式第

９号による確認書を校長に提出しなければなら

ない。

２　入学志願時以降，本人，保護者又は本人及び

保護者の現住所に変更があった者は，入学時に，

変更後の住民票の写し等を校長に提出しなけれ

ばならない。

る生徒は，様式第11号による願書に医師の診断

書等これを証する書類を添えて校長に提出しな

ければならない。

２　前項の規定により休学を願い出たときは，校

長は，委員会の定めるところにより，休学を許

可する。

３　休学の期間は，引き続き２年を超えることが

できない。

４　校長は，前項に規定する休学の期間を経過し

てもなお復学できないときは，原則として退学

させるものとする。

（復　　学）

第19条　休学中の生徒が，理由の消滅により復学

をしようとするときは，様式第12号による願書

に医師の診断書等これを証する書類を添えて校

長に提出しなければならない。

２　前項の規定により復学を願い出たときは，校

長は，委員会の定めるところにより，相当学年

に復学を許可する。

（感染症予防措置）

第20条　校長は，感染症の予防上必要があるとき

は，臨時に，学校の全部又は一部の休業を行う

ことがある。

２　校長は，生徒が感染症にかかっており，かかっ

ている疑いがあり，又はかかるおそれがあると

きは，当該生徒に理由及び期間を明示の上，出

第５条　学年は，４月１日に始まり，翌年３月31

日に終わる。

（学　　期）

第６条　学期は，次のとおりとする。ただし，校

長が大阪府教育委員会（以下「委員会」という。）

の承認を得て定めたときはその学期とする。

　第１学期　４月１日から８月31日まで

　第２学期　９月１日から12月31日まで

　第３学期　翌年１月１日から３月31日まで

（休業日）

第７条　休業日は，次のとおりとする。

（1）国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

178 号）に規定する休日

（2）日曜日及び土曜日

（3）夏季休業日　

（4）冬季休業日　

　（5）春季休業日

　（6）学校創立記念日

２　校長は，教育上必要と認めるときは，委員会

の承認を得て別に休業日を定め，又は休業日を

変更することがある。

３　校長は，教育上必要と認めるときは，委員会

の承認を得て休業日に授業を行うことがある。

　第４章　教育課程及び授業日時数
（教育課程及び授業日時数）

証明するものを提出する。）

②　考査開始から20分以上遅刻したときの受験

は認められない。遅刻して入室できない生徒

は，職員室に行き指示を受けること。（その考

査は，欠席となる。）

考査開始時間

第１限目　 9時10分～10時00分

第２限目　10時15分～11時05分

第３限目　11時20分～12時10分

（ＳＨＲ，清掃）

注意：ただし，他学年が授業をしている場合別

途定める。

４．校時について
　　週30時間。月曜日～金曜日：１日６時間授業。
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教科 学年

第36条　議事進行に著しく非協力であったり，議

事進行を著しく妨害する者は，議長によって議

場外への退去を命じられる。

第37条　議長は，議会への出席がおもわしくない

議員の所属学級に対し，その議員の更迭を要求

することができる。

　第７章　執行委員会
第38条　執行委員会は，総会及び議会の決定にも

とづき，生徒会の目的を達成するために会務を

遂行する執行機関である。

第39条　執行委員会は，全会員から選出される会

長・副会長・書記・会計の四役４名と，会計委

員会をのぞく常設委員会から選出される執行委

員４名の計８名で構成される。（第12条第２項）

第40条　執行委員会は，会長が召集し，定期的に

開催しなければならない。

第41条　各執行委員の任務は，次の通りである。

会　長 :生徒会を代表し，生徒会の会務を統轄

し，最高の責任を負う。

副会長 :会長を補佐し，会長が事情あって不在

の時は，会長の任を代行する。

書　記 :執行委員会討議の記録，会務に関する

記録の作成，会務に関する文書・資料

の作成・保管・整理を行う。

会　計 :本会の財政を統轄し，経費の出納に責

提案又は報告

６．学級の決議にもとづいて提案された議案

７．執行委員会に対する必要な勧告

８．議員の進退に関する事項

９．執行委員会・常設委員会・部等に調査等の

必要性が生じた時，その判断及び方法，調査

委員の選出

10．その他議会で採択された議案

第32条　議会は，月１度の定例議会のほか，次の

場合に開催する。

１．新会長就任直後の第１回臨時議会（新会長

就任後，８日以内）

２．執行委員会からの要請のあった時

３．議員の４分の１以上が要請した時

４．その他議長が必要と認めた時

第33条　議事提案者は，あらかじめ議案を議長団

に提出し，議員の質疑にこたえなければならな

い。

第34条　議長は，緊急やむをえない場合をのぞい

て，議会開催３日以前に，全会員に議会の日時・

場所・議題を告示しなければならない。

第35条　議員が，やむをえない理由により議会を

欠席する時は，その学級から代理人を出席させ

ねばならない。欠席する議員は，議長まで欠席

届を提出し，同時に代理人の登録をしなければ

ならない。代理人は議決権を持たない。

めに部活動の交流・調整を行う。

第45条　執行委員会は，会務の遂行にあたり，常

設委員会役員会などと，必要におうじて合同拡

大執行委員会を開催し，意見の調整，取組みの

円滑化をはかることができる。

　第８章　常設委員会
第46条　常設委員会は，執行委員会の指導のもと

に，本会の諸活動を企画・立案し，決定事項を

具体化・実践する執行委員会の補助機関である。

第47条　会計委員会をのぞく常設委員会は，学級

より選出された当該の委員から第12条第３項に

もとづく役員を選出する。会計委員会の委員長

は，執行委員会会計があたり，同じく会計委員

会の他の役員を選出する。

第48条　常設委員会の役員会および全体会は，担

当執行委員（常設委員会委員長）によって召集

される。

　　常設委員会の委員長は，常設委員会を統轄す

る。副委員長がこれを補佐するとともに当該委

員会の記録を作成し，保管する。

第49条　各常設委員会は，必要に応じて役員会を

開き，執行委員会より諮問された事項，及び各

学級より提案された事項を検討し，執行委員会

に具申する。

　　執行委員会又は役員会が必要と判断した時は，

任を負う。

第42条　執行委員会は，次の事項を行う。

１．総会及び議会の議決事項を執行する。

２．会員の高校生活の状況や，会員の諸要求を

把握する。

３．常設委員会を指導し，常設委員会に諮るべ

き事項を検討する。

４．予算・決算を含む常設委員会からの諮問・

意見を検討し，総会ならびに議会に提案すべ

き議案を作成する。

５．部・同好会に対する指導・助言を行う。

６．運動部部代表者会議及び文化部部代表者会

議に，諮るべき事項を検討する。

７．学校及びＰＴＡとの意見調整・協力

８．対外接渉

９．生徒会活動全般にわたる広報活動・生徒会

会報等の発行

10. その他

第43条　執行委員会は，常設委員会・運動部部代

表者会議及び文化部部代表者会議に加えて，必

要におうじて臨時の補助機関又は実行委員会を

もつことができる。ただし，議会の承認を得な

ければならない。

第44条　運動部部代表者会議は体育委員会委員長

が，文化部部代表者会議は文化委員会委員長が

召集する。各部代表者会議は，部活動発展のた

み

（5）その他

４．体育委員会

（1）体育的諸活動の企画・立案・取組み

（2）体育的学校行事への協力

（3）その他

５．文化委員会

（1）文化の創造・発展をめざす活動の企画・

立案・取組み

（2）文化活動的学校行事への協力

（3）その他

　第９章　選挙管理委員会
第51条　選挙管理委員は，議会において議員の中

から選出し，３名でもって選挙管理委員会を構

成する。（第12条・第14条）

第52条　選挙管理委員会は，本会の会務を執行す

る各級機関の役員が，民主的かつ公正に選出さ

れるように，選挙を管理・運営する責を負う。

　（第14条）

　第10章　会計監査委員会
第53条　会計監査委員は，議会において議員の中

から選出し，３名でもって構成する。

第54条　会計監査委員会は，本会財政が財政規定

にもとづいて，明朗・健全に執行され，決算さ

当該の常設委員会を開催し，役員会の提案を検

討し，執行委員会に具申する。

第50条　各常設委員会の任務は，次の通りである。

任務の遂行は，各常設委員会の役員会が中心に

行う。

１．会計委員会

（1）生徒会予算の立案作業

（2）生徒会会計の決算作業及び報告の作成

（3）会費の改定に関する検討

（4）別に定める生徒会財政規定にもとづく，

経費の出納及び会計簿の作成

　　（5）部・同好会の会計の指導・監督

　　（6）執行委員会の備品等財産の管理

　　（7）その他

　２．ＨＲ委員会

（1）ＨＲ活動推進のための企画・立案・取組

み

（2）ＨＲ活動の状態の把握と経験の交流

　　（3）その他

３．生活・保健委員会

（1）高校生活・学習活動で生起する諸問題の

検討・対策の具体化

（2）福祉活動の立案と取組み

（3）高校生活の風紀・規律の自覚的形成への

提言と取組み

（4）生徒の保健・安全に関する研究及び取組

け，人間性の練磨を図ることを目的に部をおき，

部活動を積極的に推進する。

第60条　部活動に関わる詳細は別に部活動規定を

定める。

第61条　会員は，部活動の目的に準じ，部の設立

をめざして同好会を設立することができる。同

好会活動に関わる詳細は，別に同好会規定を定

める。

　第13章　財　　政
第62条　本会の経費は，会員が収める会費・寄付

金・その他の収入をもってあてる。

第63条　本会の会計年度は，生徒会の年度と同じ

くし，本会の財政は，別に定める財政規定にも

とづいてとり行われる。

第64条　本会の予算・決算は，総会の議決を得な

ければならない。

第65条　会務を遂行するために，会計監査委員会

が勧告した額以上の臨時支出金が必要となった

時は，必ず議会の承認を得なければならない。

　第14章　生徒会顧問及び最高決定権
第66条　本会は，教員より選ばれた若干名の生徒

会顧問をおく。本会の各機関は，生徒会顧問か

ら本会の目的遂行に必要な指導・助言をうける。

第67条　本会の最終的な決定権は，学校長がこれ

れているかを監査し，議会及び総会に報告し承

認をうる。

　第11章　学　　　級
第55条　学級は，本会の活動の基本単位であり，

本会の目的を達成する上で重要な位置と役割を

もつ。

第56条　学級は，会則第13条にもとづき学級役員

を選出する。学級役員は，四役ならびに執行委

員を兼任することはできない。何らかの事情で

役員に欠員を生じた時は，ただちに当該の後任

役員を選出しなければならない。

第57条　学級役員は，本会の活動を成功させるた

めに，総会又は議会の決議をうけて，積極的に

活動する。学級役員は，学級の状況や意見を，

議会又は常設委員会に積極的に反映し，会員の

状況をふまえた会運営が，促進されるように努

めなければならない。

第58条　本会の活動及び学級活動を充実・発展さ

せるために，学級に会則第13条による役員以外

の役員をおくことは自由であるが，本会の各機

関との関わりをもつことはできない。

　第12章　部　活　動
第59条　本会は，部員の自主的活動を通じて部員

相互の友愛を深め，連帯と責任の精神を身につ

を有する。総会と学校長との意思が対立した時

は，総会はそれを再考する。総会で再決議した

のちも，学校長と意思が対立した時は，学校長

の指導に従う。

　第15章　会則の改定
第68条　本会の会則の改定は，必ず総会において

決議されなければならない。会則の改定には出

席者の３分の２以上の同意がなければならない。

会則改定の発議は，議会が行う。

　第16章　補　　　則
本会則は，平成23年４月１日より施行する。

慶　弔　規　定

１．本会は規約第２条の目的のため第３条の活動

として，慶弔を行う。

２．（1）慶弔の対象は生徒，保護者，教職員本人

とする。

　（2）対象のものが死亡した場合

　　供花料と香料（5,000 円）

会会員となる義務を負う。会員は，生徒会活動

に積極的に参加しなければならない。

第５条　本会に関する会員の権利・義務は，全く

平等であって，学年・性別・思想その他いかな

る条件によっても差別されない。

第６条　会員は，年額 1,700 円の会費を納入しな

ければならない。

　第３章　機　　　関
第８条　本会は，会の目的を達成するために，次

の機関を置く。

　１．生徒総会（以下総会）

　２．生徒議会（以下議会）

　３．生徒会執行委員会（以下執行委員会）

　４．生徒会常設委員会（以下常設委員会）

　　（1）会計委員会　　　　（2）ＨＲ委員会

　　（3）生活・保健委員会　（4）体育委員会

　　（5）文化委員会

　５．選挙管理委員会

　６．会計監査委員会

第９条　各機関の会議は，構成人員の３分の２以

上の出席をもって成立する。

第10条　各機関の議事は，特別な場合をのぞいて，

出席者の過半数の支持で議決される。可否同数

の場合は，議長の決するところによる。執行委

員会のメンバー及び議案提案者は，議決権を持

　　（1）委 員 長　１名

　　（2）副委員長　１名

　　（3）書　　記　１名

第13条　学級で選出する生徒会関係の委員を，次

の通りとする。

　１．生徒議会議員＝学級代表　男１名・女１名

　２．会　　計　　１名

　３．ＨＲ委員　　　　　　　男１名・女１名

　４．生活・保健委員　　　　男１名・女１名

　５．体育委員　　　　　　　男１名・女１名

　６．文化委員　　　　　　　男１名・女１名

第14条　役員の選出は，以下の方法で行う。なお，

選挙は，選挙管理委員会が管理・運営し，別に

選挙管理規定を定める。

１．執行委員会四役は，全会員の直接選挙で選

出する。

２．その他の機関の役員については，各機関の

内部で，立候補又は互選により選出する。

第15条　生徒会の年度は，５月１日から，翌年の

４月末日までとし，そのなかを２期にわける。

　５月１日から10月末日までを前期，11月１日

から４月末日までを後期とし，役員の任期は，

６ヶ月とする。ただし，任期終了後，新役員選

出にいたる期間は，前任期の役員がその任務を

代行する。

第16条　各機関の役員は，役員を兼務することは

たない。

第11条　各機関の会議は，校内に公開することを

原則とし，傍聴者は，議長の許可があれば，発

言することができる。ただし，傍聴者には議決

権はない。特別の場合は，傍聴を拒否すること

ができる。

　第４章　役　　　員
第12条　本会の各機関には，次の役員を置く。

　１．総会及び議会の議長団（以下議長団）

　　　　議　　長　１名

　　　　副 議 長　１名

　　　　書　　記　１名

　２．執行委員会

　　（1）会　　長　１名

　　（2）副 会 長　１名

　　（3）書　　記　１名　
（以下執行委員会四役）

　　（4）会　　計　１名

　　（5）執行委員　４名

　３．常設委員会

　　（1）委 員 長　１名

　　（2）副委員長　１名

　４．選挙管理委員会

　　（1）委 員 長　１名

　　（2）副委員長　１名

　５．会計監査委員会

がある。

第18条　役員の辞任は，次の手続きと条件をみた

せば，辞任が認められる。

１．執行委員会の辞任について

（1）理由書を議長団に提出する。

（2）議会における質疑にこたえる。

（3）出席議員の３分の２以上の同意がある。

（4）総会において出席会員の無記名投票によ

る３分の２以上の同意がある。

２．執行委員会四役及び他の機関の辞任につい

て

（1）及び（2）前項と同じ

（3）総会において，出席会員の過半数をこえ

る同意がある。

　ただし，議長団の辞任については，理由書

の提出先を会長とする。

３．他の機関の役員の辞任について

（1）理由書を会長に提出する。

（2）会長は，執行委員会で検討のうえ，当該

機関に諮る。

（3）当該機関の出席者の３分の２以上の同意

がある。

第19条　各機関及びその役員に，リコールや辞任

によって欠員が生じた時は，すみやかに後任者

を選出しなければならない。

できないが，期をまたがって各機関の役員につ

くことは妨げられない。

第17条　会員は，機関又は役員をリコールするこ

とができる。ただし，リコールの成立には，次

の条件が必要である。

　１．執行委員会のリコールについて

（1）全会員の４分の１以上の署名，及び理由

書を選挙管理委員会に提出する。

（2）選挙管理委員会は，総会に議案として提

出する。

（3）総会において，出席会員の無記名投票に

よる４分の３以上の支持がある。

２．執行委員会四役，他の機関のリコールにつ

いて

（1）及び（2）前項と同じ

（3）総会において，出席会員の過半数の支持

がある。

　ただし，選挙管理委員会のリコールを請求

する時は，署名及び理由書の提出先を議長団

とする。

　３．他の機関の役員のリコールについて

（1）全会員の５分の１以上の署名，及び理由

書を会長に提出する。

（2）会長は，執行委員会で検討のうえ，当該

機関に諮る。

（3）当該機関の出席者の３分の２以上の支持

　第６章　議　　　会
第25条　議会は，総会につぐ決議機関で，総会か

ら総会までの間，全会員を代表して議案を決議

する。議会は，総会に対して責任を負う。

第26条　議会は，学級から選出された男・女各１

名の議員＝学級代表と執行委員会のメンバーで

構成される。

第27条　議会は，議長によって召集され，議員の

３分の２以上の出席で成立する。運営は議長団

があたる。ただし，新しい期の最初の議会は，

会長が召集し，会長が議長団選出のための議事

をとりおこなう。副会長は，これを補佐する。

第28条　議長は，総会及び議会を運営統轄し，副

議長がこれを補佐する。

第29条　書記は，総会及び議会の議事録を作成し，

保管する。議長又は会長からの要請があれば，

議事録を公表する。

第30条　総会及び議会の議事運営に関わる決定は，

議会で行い，出席議員の３分の２以上の支持が

必要である。

第31条　議会は，次のことを決議又は承認する。

１．総会に提出する議案

２．選挙管理委員及び会計監査委員の選出

３．生徒会諸規定・細則案又は改定案

４．執行委員会から提案された議案

５．選挙管理委員会及び会計監査委員会からの

　第５章　総　　　会
第20条　総会は，本会最高の議決機関で，全会員

で構成する。

第21条　総会は，会長によって召集され，全会員

の３分の２以上の出席によって成立する。総会

の議長及び運営は，議長団があたる。

第22条　総会は，次のことを決議する。

１．予算・決算・会計監査に関する件

２．会費を含む会則の改定に関する件

３．執行委員会・その他の機関・及び執行委員

会四役の進退に関する件

４．全会員に強制的義務を生ずる，生徒会の規

定・細則等の改定に関する件

５．議会・執行委員会・その他の機関が，特に

開催の必要を認めそれらが提案した議案

６．議会と執行委員会の意見又は権限が，著し

く対立した事案に関する件

７．会員の５分の１以上から提案された議案

８．その他

第23条　総会の議事提案者は，あらかじめ議長団

に議案を提出し，総会では，議案をよく説明し，

会員の質疑に答えなければならない。

第24条　会長は，総会開催の５日以前に，全会員

に総会の日時・場所・議題を告示しなければな

らない。

５．教育課程表 ６．暴風警報発令に伴う措置について
・平常授業時

①　午前７時現在，大阪府下に対して，暴風警

報が発令されているとき→自宅待機とする。
②　午前７時～10時の間に暴風警報が解除され

たとき→５限より授業を行う。
③　午前10時に暴風警報が発令中のとき→臨時
休校とする。

・考査時

　午前７時現在，大阪府下に対して，暴風警報

が発令されているとき→臨時休校とする。
　

　考査日程は，臨時休校となった考査は，最終

日の翌日に変更する。

・行事日

　臨時休校となったときは，登校を禁止する。

証明するものを提出する。）

②　考査開始から20分以上遅刻したときの受験

は認められない。遅刻して入室できない生徒

は，職員室に行き指示を受けること。（その考

査は，欠席となる。）

考査開始時間

第１限目　 9時10分～10時00分

第２限目　10時15分～11時05分

第３限目　11時20分～12時10分

（ＳＨＲ，清掃）

注意：ただし，他学年が授業をしている場合別

途定める。

４．校時について
　　週30時間。月曜日～金曜日：１日６時間授業。
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第36条　議事進行に著しく非協力であったり，議

事進行を著しく妨害する者は，議長によって議

場外への退去を命じられる。

第37条　議長は，議会への出席がおもわしくない

議員の所属学級に対し，その議員の更迭を要求

することができる。

　第７章　執行委員会
第38条　執行委員会は，総会及び議会の決定にも

とづき，生徒会の目的を達成するために会務を

遂行する執行機関である。

第39条　執行委員会は，全会員から選出される会

長・副会長・書記・会計の四役４名と，会計委

員会をのぞく常設委員会から選出される執行委

員４名の計８名で構成される。（第12条第２項）

第40条　執行委員会は，会長が召集し，定期的に

開催しなければならない。

第41条　各執行委員の任務は，次の通りである。

会　長 :生徒会を代表し，生徒会の会務を統轄

し，最高の責任を負う。

副会長 :会長を補佐し，会長が事情あって不在

の時は，会長の任を代行する。

書　記 :執行委員会討議の記録，会務に関する

記録の作成，会務に関する文書・資料

の作成・保管・整理を行う。

会　計 :本会の財政を統轄し，経費の出納に責

提案又は報告

６．学級の決議にもとづいて提案された議案

７．執行委員会に対する必要な勧告

８．議員の進退に関する事項

９．執行委員会・常設委員会・部等に調査等の

必要性が生じた時，その判断及び方法，調査

委員の選出

10．その他議会で採択された議案

第32条　議会は，月１度の定例議会のほか，次の

場合に開催する。

１．新会長就任直後の第１回臨時議会（新会長

就任後，８日以内）

２．執行委員会からの要請のあった時

３．議員の４分の１以上が要請した時

４．その他議長が必要と認めた時

第33条　議事提案者は，あらかじめ議案を議長団

に提出し，議員の質疑にこたえなければならな

い。

第34条　議長は，緊急やむをえない場合をのぞい

て，議会開催３日以前に，全会員に議会の日時・

場所・議題を告示しなければならない。

第35条　議員が，やむをえない理由により議会を

欠席する時は，その学級から代理人を出席させ

ねばならない。欠席する議員は，議長まで欠席

届を提出し，同時に代理人の登録をしなければ

ならない。代理人は議決権を持たない。

めに部活動の交流・調整を行う。

第45条　執行委員会は，会務の遂行にあたり，常

設委員会役員会などと，必要におうじて合同拡

大執行委員会を開催し，意見の調整，取組みの

円滑化をはかることができる。

　第８章　常設委員会
第46条　常設委員会は，執行委員会の指導のもと

に，本会の諸活動を企画・立案し，決定事項を

具体化・実践する執行委員会の補助機関である。

第47条　会計委員会をのぞく常設委員会は，学級

より選出された当該の委員から第12条第３項に

もとづく役員を選出する。会計委員会の委員長

は，執行委員会会計があたり，同じく会計委員

会の他の役員を選出する。

第48条　常設委員会の役員会および全体会は，担

当執行委員（常設委員会委員長）によって召集

される。

　　常設委員会の委員長は，常設委員会を統轄す

る。副委員長がこれを補佐するとともに当該委

員会の記録を作成し，保管する。

第49条　各常設委員会は，必要に応じて役員会を

開き，執行委員会より諮問された事項，及び各

学級より提案された事項を検討し，執行委員会

に具申する。

　　執行委員会又は役員会が必要と判断した時は，

任を負う。

第42条　執行委員会は，次の事項を行う。

１．総会及び議会の議決事項を執行する。

２．会員の高校生活の状況や，会員の諸要求を

把握する。

３．常設委員会を指導し，常設委員会に諮るべ

き事項を検討する。

４．予算・決算を含む常設委員会からの諮問・

意見を検討し，総会ならびに議会に提案すべ

き議案を作成する。

５．部・同好会に対する指導・助言を行う。

６．運動部部代表者会議及び文化部部代表者会

議に，諮るべき事項を検討する。

７．学校及びＰＴＡとの意見調整・協力

８．対外接渉

９．生徒会活動全般にわたる広報活動・生徒会

会報等の発行

10. その他

第43条　執行委員会は，常設委員会・運動部部代

表者会議及び文化部部代表者会議に加えて，必

要におうじて臨時の補助機関又は実行委員会を

もつことができる。ただし，議会の承認を得な

ければならない。

第44条　運動部部代表者会議は体育委員会委員長

が，文化部部代表者会議は文化委員会委員長が

召集する。各部代表者会議は，部活動発展のた

み

（5）その他

４．体育委員会

（1）体育的諸活動の企画・立案・取組み

（2）体育的学校行事への協力

（3）その他

５．文化委員会

（1）文化の創造・発展をめざす活動の企画・

立案・取組み

（2）文化活動的学校行事への協力

（3）その他

　第９章　選挙管理委員会
第51条　選挙管理委員は，議会において議員の中

から選出し，３名でもって選挙管理委員会を構

成する。（第12条・第14条）

第52条　選挙管理委員会は，本会の会務を執行す

る各級機関の役員が，民主的かつ公正に選出さ

れるように，選挙を管理・運営する責を負う。

　（第14条）

　第10章　会計監査委員会
第53条　会計監査委員は，議会において議員の中

から選出し，３名でもって構成する。

第54条　会計監査委員会は，本会財政が財政規定

にもとづいて，明朗・健全に執行され，決算さ

当該の常設委員会を開催し，役員会の提案を検

討し，執行委員会に具申する。

第50条　各常設委員会の任務は，次の通りである。

任務の遂行は，各常設委員会の役員会が中心に

行う。

１．会計委員会

（1）生徒会予算の立案作業

（2）生徒会会計の決算作業及び報告の作成

（3）会費の改定に関する検討

（4）別に定める生徒会財政規定にもとづく，

経費の出納及び会計簿の作成

　　（5）部・同好会の会計の指導・監督

　　（6）執行委員会の備品等財産の管理

　　（7）その他

　２．ＨＲ委員会

（1）ＨＲ活動推進のための企画・立案・取組

み

（2）ＨＲ活動の状態の把握と経験の交流

　　（3）その他

３．生活・保健委員会

（1）高校生活・学習活動で生起する諸問題の

検討・対策の具体化

（2）福祉活動の立案と取組み

（3）高校生活の風紀・規律の自覚的形成への

提言と取組み

（4）生徒の保健・安全に関する研究及び取組

け，人間性の練磨を図ることを目的に部をおき，

部活動を積極的に推進する。

第60条　部活動に関わる詳細は別に部活動規定を

定める。

第61条　会員は，部活動の目的に準じ，部の設立

をめざして同好会を設立することができる。同

好会活動に関わる詳細は，別に同好会規定を定

める。

　第13章　財　　政
第62条　本会の経費は，会員が収める会費・寄付

金・その他の収入をもってあてる。

第63条　本会の会計年度は，生徒会の年度と同じ

くし，本会の財政は，別に定める財政規定にも

とづいてとり行われる。

第64条　本会の予算・決算は，総会の議決を得な

ければならない。

第65条　会務を遂行するために，会計監査委員会

が勧告した額以上の臨時支出金が必要となった

時は，必ず議会の承認を得なければならない。

　第14章　生徒会顧問及び最高決定権
第66条　本会は，教員より選ばれた若干名の生徒

会顧問をおく。本会の各機関は，生徒会顧問か

ら本会の目的遂行に必要な指導・助言をうける。

第67条　本会の最終的な決定権は，学校長がこれ

れているかを監査し，議会及び総会に報告し承

認をうる。

　第11章　学　　　級
第55条　学級は，本会の活動の基本単位であり，

本会の目的を達成する上で重要な位置と役割を

もつ。

第56条　学級は，会則第13条にもとづき学級役員

を選出する。学級役員は，四役ならびに執行委

員を兼任することはできない。何らかの事情で

役員に欠員を生じた時は，ただちに当該の後任

役員を選出しなければならない。

第57条　学級役員は，本会の活動を成功させるた

めに，総会又は議会の決議をうけて，積極的に

活動する。学級役員は，学級の状況や意見を，

議会又は常設委員会に積極的に反映し，会員の

状況をふまえた会運営が，促進されるように努

めなければならない。

第58条　本会の活動及び学級活動を充実・発展さ

せるために，学級に会則第13条による役員以外

の役員をおくことは自由であるが，本会の各機

関との関わりをもつことはできない。

　第12章　部　活　動
第59条　本会は，部員の自主的活動を通じて部員

相互の友愛を深め，連帯と責任の精神を身につ

を有する。総会と学校長との意思が対立した時

は，総会はそれを再考する。総会で再決議した

のちも，学校長と意思が対立した時は，学校長

の指導に従う。

　第15章　会則の改定
第68条　本会の会則の改定は，必ず総会において

決議されなければならない。会則の改定には出

席者の３分の２以上の同意がなければならない。

会則改定の発議は，議会が行う。

　第16章　補　　　則
本会則は，平成23年４月１日より施行する。

慶　弔　規　定

１．本会は規約第２条の目的のため第３条の活動

として，慶弔を行う。

２．（1）慶弔の対象は生徒，保護者，教職員本人

とする。

　（2）対象のものが死亡した場合

　　供花料と香料（5,000 円）

会会員となる義務を負う。会員は，生徒会活動

に積極的に参加しなければならない。

第５条　本会に関する会員の権利・義務は，全く

平等であって，学年・性別・思想その他いかな

る条件によっても差別されない。

第６条　会員は，年額 1,700 円の会費を納入しな

ければならない。

　第３章　機　　　関
第８条　本会は，会の目的を達成するために，次

の機関を置く。

　１．生徒総会（以下総会）

　２．生徒議会（以下議会）

　３．生徒会執行委員会（以下執行委員会）

　４．生徒会常設委員会（以下常設委員会）

　　（1）会計委員会　　　　（2）ＨＲ委員会

　　（3）生活・保健委員会　（4）体育委員会

　　（5）文化委員会

　５．選挙管理委員会

　６．会計監査委員会

第９条　各機関の会議は，構成人員の３分の２以

上の出席をもって成立する。

第10条　各機関の議事は，特別な場合をのぞいて，

出席者の過半数の支持で議決される。可否同数

の場合は，議長の決するところによる。執行委

員会のメンバー及び議案提案者は，議決権を持

　　（1）委 員 長　１名

　　（2）副委員長　１名

　　（3）書　　記　１名

第13条　学級で選出する生徒会関係の委員を，次

の通りとする。

　１．生徒議会議員＝学級代表　男１名・女１名

　２．会　　計　　１名

　３．ＨＲ委員　　　　　　　男１名・女１名

　４．生活・保健委員　　　　男１名・女１名

　５．体育委員　　　　　　　男１名・女１名

　６．文化委員　　　　　　　男１名・女１名

第14条　役員の選出は，以下の方法で行う。なお，

選挙は，選挙管理委員会が管理・運営し，別に

選挙管理規定を定める。

１．執行委員会四役は，全会員の直接選挙で選

出する。

２．その他の機関の役員については，各機関の

内部で，立候補又は互選により選出する。

第15条　生徒会の年度は，５月１日から，翌年の

４月末日までとし，そのなかを２期にわける。

　５月１日から10月末日までを前期，11月１日

から４月末日までを後期とし，役員の任期は，

６ヶ月とする。ただし，任期終了後，新役員選

出にいたる期間は，前任期の役員がその任務を

代行する。

第16条　各機関の役員は，役員を兼務することは

たない。

第11条　各機関の会議は，校内に公開することを

原則とし，傍聴者は，議長の許可があれば，発

言することができる。ただし，傍聴者には議決

権はない。特別の場合は，傍聴を拒否すること

ができる。

　第４章　役　　　員
第12条　本会の各機関には，次の役員を置く。

　１．総会及び議会の議長団（以下議長団）

　　　　議　　長　１名

　　　　副 議 長　１名

　　　　書　　記　１名

　２．執行委員会

　　（1）会　　長　１名

　　（2）副 会 長　１名

　　（3）書　　記　１名　
（以下執行委員会四役）

　　（4）会　　計　１名

　　（5）執行委員　４名

　３．常設委員会

　　（1）委 員 長　１名

　　（2）副委員長　１名

　４．選挙管理委員会

　　（1）委 員 長　１名

　　（2）副委員長　１名

　５．会計監査委員会

がある。

第18条　役員の辞任は，次の手続きと条件をみた

せば，辞任が認められる。

１．執行委員会の辞任について

（1）理由書を議長団に提出する。

（2）議会における質疑にこたえる。

（3）出席議員の３分の２以上の同意がある。

（4）総会において出席会員の無記名投票によ

る３分の２以上の同意がある。

２．執行委員会四役及び他の機関の辞任につい

て

（1）及び（2）前項と同じ

（3）総会において，出席会員の過半数をこえ

る同意がある。

　ただし，議長団の辞任については，理由書

の提出先を会長とする。

３．他の機関の役員の辞任について

（1）理由書を会長に提出する。

（2）会長は，執行委員会で検討のうえ，当該

機関に諮る。

（3）当該機関の出席者の３分の２以上の同意

がある。

第19条　各機関及びその役員に，リコールや辞任

によって欠員が生じた時は，すみやかに後任者

を選出しなければならない。

できないが，期をまたがって各機関の役員につ

くことは妨げられない。

第17条　会員は，機関又は役員をリコールするこ

とができる。ただし，リコールの成立には，次

の条件が必要である。

　１．執行委員会のリコールについて

（1）全会員の４分の１以上の署名，及び理由

書を選挙管理委員会に提出する。

（2）選挙管理委員会は，総会に議案として提

出する。

（3）総会において，出席会員の無記名投票に

よる４分の３以上の支持がある。

２．執行委員会四役，他の機関のリコールにつ

いて

（1）及び（2）前項と同じ

（3）総会において，出席会員の過半数の支持

がある。

　ただし，選挙管理委員会のリコールを請求

する時は，署名及び理由書の提出先を議長団

とする。

　３．他の機関の役員のリコールについて

（1）全会員の５分の１以上の署名，及び理由

書を会長に提出する。

（2）会長は，執行委員会で検討のうえ，当該

機関に諮る。

（3）当該機関の出席者の３分の２以上の支持

　第６章　議　　　会
第25条　議会は，総会につぐ決議機関で，総会か

ら総会までの間，全会員を代表して議案を決議

する。議会は，総会に対して責任を負う。

第26条　議会は，学級から選出された男・女各１

名の議員＝学級代表と執行委員会のメンバーで

構成される。

第27条　議会は，議長によって召集され，議員の

３分の２以上の出席で成立する。運営は議長団

があたる。ただし，新しい期の最初の議会は，

会長が召集し，会長が議長団選出のための議事

をとりおこなう。副会長は，これを補佐する。

第28条　議長は，総会及び議会を運営統轄し，副

議長がこれを補佐する。

第29条　書記は，総会及び議会の議事録を作成し，

保管する。議長又は会長からの要請があれば，

議事録を公表する。

第30条　総会及び議会の議事運営に関わる決定は，

議会で行い，出席議員の３分の２以上の支持が

必要である。

第31条　議会は，次のことを決議又は承認する。

１．総会に提出する議案

２．選挙管理委員及び会計監査委員の選出

３．生徒会諸規定・細則案又は改定案

４．執行委員会から提案された議案

５．選挙管理委員会及び会計監査委員会からの

　第５章　総　　　会
第20条　総会は，本会最高の議決機関で，全会員

で構成する。

第21条　総会は，会長によって召集され，全会員

の３分の２以上の出席によって成立する。総会

の議長及び運営は，議長団があたる。

第22条　総会は，次のことを決議する。

１．予算・決算・会計監査に関する件

２．会費を含む会則の改定に関する件

３．執行委員会・その他の機関・及び執行委員

会四役の進退に関する件

４．全会員に強制的義務を生ずる，生徒会の規

定・細則等の改定に関する件

５．議会・執行委員会・その他の機関が，特に

開催の必要を認めそれらが提案した議案

６．議会と執行委員会の意見又は権限が，著し

く対立した事案に関する件

７．会員の５分の１以上から提案された議案

８．その他

第23条　総会の議事提案者は，あらかじめ議長団

に議案を提出し，総会では，議案をよく説明し，

会員の質疑に答えなければならない。

第24条　会長は，総会開催の５日以前に，全会員

に総会の日時・場所・議題を告示しなければな

らない。

５．教育課程表 ６．暴風警報発令に伴う措置について
・平常授業時

①　午前７時現在，大阪府下に対して，暴風警

報が発令されているとき→自宅待機とする。
②　午前７時～10時の間に暴風警報が解除され

たとき→５限より授業を行う。
③　午前10時に暴風警報が発令中のとき→臨時

休校とする。
・考査時

　午前７時現在，大阪府下に対して，暴風警報

が発令されているとき→臨時休校とする。
　

　考査日程は，臨時休校となった考査は，最終

日の翌日に変更する。

・行事日

　臨時休校となったときは，登校を禁止する。

証明するものを提出する。）

②　考査開始から20分以上遅刻したときの受験

は認められない。遅刻して入室できない生徒

は，職員室に行き指示を受けること。（その考

査は，欠席となる。）

考査開始時間

第１限目　 9時10分～10時00分

第２限目　10時15分～11時05分

第３限目　11時20分～12時10分

（ＳＨＲ，清掃）

注意：ただし，他学年が授業をしている場合別

途定める。

４．校時について
　　週30時間。月曜日～金曜日：１日６時間授業。
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第36条　議事進行に著しく非協力であったり，議

事進行を著しく妨害する者は，議長によって議

場外への退去を命じられる。

第37条　議長は，議会への出席がおもわしくない

議員の所属学級に対し，その議員の更迭を要求

することができる。

　第７章　執行委員会
第38条　執行委員会は，総会及び議会の決定にも

とづき，生徒会の目的を達成するために会務を

遂行する執行機関である。

第39条　執行委員会は，全会員から選出される会

長・副会長・書記・会計の四役４名と，会計委

員会をのぞく常設委員会から選出される執行委

員４名の計８名で構成される。（第12条第２項）

第40条　執行委員会は，会長が召集し，定期的に

開催しなければならない。

第41条　各執行委員の任務は，次の通りである。

会　長 :生徒会を代表し，生徒会の会務を統轄

し，最高の責任を負う。

副会長 :会長を補佐し，会長が事情あって不在

の時は，会長の任を代行する。

書　記 :執行委員会討議の記録，会務に関する

記録の作成，会務に関する文書・資料

の作成・保管・整理を行う。

会　計 :本会の財政を統轄し，経費の出納に責

提案又は報告

６．学級の決議にもとづいて提案された議案

７．執行委員会に対する必要な勧告

８．議員の進退に関する事項

９．執行委員会・常設委員会・部等に調査等の

必要性が生じた時，その判断及び方法，調査

委員の選出

10．その他議会で採択された議案

第32条　議会は，月１度の定例議会のほか，次の

場合に開催する。

１．新会長就任直後の第１回臨時議会（新会長

就任後，８日以内）

２．執行委員会からの要請のあった時

３．議員の４分の１以上が要請した時

４．その他議長が必要と認めた時

第33条　議事提案者は，あらかじめ議案を議長団

に提出し，議員の質疑にこたえなければならな

い。

第34条　議長は，緊急やむをえない場合をのぞい

て，議会開催３日以前に，全会員に議会の日時・

場所・議題を告示しなければならない。

第35条　議員が，やむをえない理由により議会を

欠席する時は，その学級から代理人を出席させ

ねばならない。欠席する議員は，議長まで欠席

届を提出し，同時に代理人の登録をしなければ

ならない。代理人は議決権を持たない。

めに部活動の交流・調整を行う。

第45条　執行委員会は，会務の遂行にあたり，常

設委員会役員会などと，必要におうじて合同拡

大執行委員会を開催し，意見の調整，取組みの

円滑化をはかることができる。

　第８章　常設委員会
第46条　常設委員会は，執行委員会の指導のもと

に，本会の諸活動を企画・立案し，決定事項を

具体化・実践する執行委員会の補助機関である。

第47条　会計委員会をのぞく常設委員会は，学級

より選出された当該の委員から第12条第３項に

もとづく役員を選出する。会計委員会の委員長

は，執行委員会会計があたり，同じく会計委員

会の他の役員を選出する。

第48条　常設委員会の役員会および全体会は，担

当執行委員（常設委員会委員長）によって召集

される。

　　常設委員会の委員長は，常設委員会を統轄す

る。副委員長がこれを補佐するとともに当該委

員会の記録を作成し，保管する。

第49条　各常設委員会は，必要に応じて役員会を

開き，執行委員会より諮問された事項，及び各

学級より提案された事項を検討し，執行委員会

に具申する。

　　執行委員会又は役員会が必要と判断した時は，

任を負う。

第42条　執行委員会は，次の事項を行う。

１．総会及び議会の議決事項を執行する。

２．会員の高校生活の状況や，会員の諸要求を

把握する。

３．常設委員会を指導し，常設委員会に諮るべ

き事項を検討する。

４．予算・決算を含む常設委員会からの諮問・

意見を検討し，総会ならびに議会に提案すべ

き議案を作成する。

５．部・同好会に対する指導・助言を行う。

６．運動部部代表者会議及び文化部部代表者会

議に，諮るべき事項を検討する。

７．学校及びＰＴＡとの意見調整・協力

８．対外接渉

９．生徒会活動全般にわたる広報活動・生徒会

会報等の発行

10. その他

第43条　執行委員会は，常設委員会・運動部部代

表者会議及び文化部部代表者会議に加えて，必

要におうじて臨時の補助機関又は実行委員会を

もつことができる。ただし，議会の承認を得な

ければならない。

第44条　運動部部代表者会議は体育委員会委員長

が，文化部部代表者会議は文化委員会委員長が

召集する。各部代表者会議は，部活動発展のた

み

（5）その他

４．体育委員会

（1）体育的諸活動の企画・立案・取組み

（2）体育的学校行事への協力

（3）その他

５．文化委員会

（1）文化の創造・発展をめざす活動の企画・

立案・取組み

（2）文化活動的学校行事への協力

（3）その他

　第９章　選挙管理委員会
第51条　選挙管理委員は，議会において議員の中

から選出し，３名でもって選挙管理委員会を構

成する。（第12条・第14条）

第52条　選挙管理委員会は，本会の会務を執行す

る各級機関の役員が，民主的かつ公正に選出さ

れるように，選挙を管理・運営する責を負う。

　（第14条）

　第10章　会計監査委員会
第53条　会計監査委員は，議会において議員の中

から選出し，３名でもって構成する。

第54条　会計監査委員会は，本会財政が財政規定

にもとづいて，明朗・健全に執行され，決算さ

当該の常設委員会を開催し，役員会の提案を検

討し，執行委員会に具申する。

第50条　各常設委員会の任務は，次の通りである。

任務の遂行は，各常設委員会の役員会が中心に

行う。

１．会計委員会

（1）生徒会予算の立案作業

（2）生徒会会計の決算作業及び報告の作成

（3）会費の改定に関する検討

（4）別に定める生徒会財政規定にもとづく，

経費の出納及び会計簿の作成

　　（5）部・同好会の会計の指導・監督

　　（6）執行委員会の備品等財産の管理

　　（7）その他

　２．ＨＲ委員会

（1）ＨＲ活動推進のための企画・立案・取組

み

（2）ＨＲ活動の状態の把握と経験の交流

　　（3）その他

３．生活・保健委員会

（1）高校生活・学習活動で生起する諸問題の

検討・対策の具体化

（2）福祉活動の立案と取組み

（3）高校生活の風紀・規律の自覚的形成への

提言と取組み

（4）生徒の保健・安全に関する研究及び取組

け，人間性の練磨を図ることを目的に部をおき，

部活動を積極的に推進する。

第60条　部活動に関わる詳細は別に部活動規定を

定める。

第61条　会員は，部活動の目的に準じ，部の設立

をめざして同好会を設立することができる。同

好会活動に関わる詳細は，別に同好会規定を定

める。

　第13章　財　　政
第62条　本会の経費は，会員が収める会費・寄付

金・その他の収入をもってあてる。

第63条　本会の会計年度は，生徒会の年度と同じ

くし，本会の財政は，別に定める財政規定にも

とづいてとり行われる。

第64条　本会の予算・決算は，総会の議決を得な

ければならない。

第65条　会務を遂行するために，会計監査委員会

が勧告した額以上の臨時支出金が必要となった

時は，必ず議会の承認を得なければならない。

　第14章　生徒会顧問及び最高決定権
第66条　本会は，教員より選ばれた若干名の生徒

会顧問をおく。本会の各機関は，生徒会顧問か

ら本会の目的遂行に必要な指導・助言をうける。

第67条　本会の最終的な決定権は，学校長がこれ

れているかを監査し，議会及び総会に報告し承

認をうる。

　第11章　学　　　級
第55条　学級は，本会の活動の基本単位であり，

本会の目的を達成する上で重要な位置と役割を

もつ。

第56条　学級は，会則第13条にもとづき学級役員

を選出する。学級役員は，四役ならびに執行委

員を兼任することはできない。何らかの事情で

役員に欠員を生じた時は，ただちに当該の後任

役員を選出しなければならない。

第57条　学級役員は，本会の活動を成功させるた

めに，総会又は議会の決議をうけて，積極的に

活動する。学級役員は，学級の状況や意見を，

議会又は常設委員会に積極的に反映し，会員の

状況をふまえた会運営が，促進されるように努

めなければならない。

第58条　本会の活動及び学級活動を充実・発展さ

せるために，学級に会則第13条による役員以外

の役員をおくことは自由であるが，本会の各機

関との関わりをもつことはできない。

　第12章　部　活　動
第59条　本会は，部員の自主的活動を通じて部員

相互の友愛を深め，連帯と責任の精神を身につ

を有する。総会と学校長との意思が対立した時

は，総会はそれを再考する。総会で再決議した

のちも，学校長と意思が対立した時は，学校長

の指導に従う。

　第15章　会則の改定
第68条　本会の会則の改定は，必ず総会において

決議されなければならない。会則の改定には出

席者の３分の２以上の同意がなければならない。

会則改定の発議は，議会が行う。

　第16章　補　　　則
本会則は，平成23年４月１日より施行する。

慶　弔　規　定

１．本会は規約第２条の目的のため第３条の活動

として，慶弔を行う。

２．（1）慶弔の対象は生徒，保護者，教職員本人

とする。

　（2）対象のものが死亡した場合

　　供花料と香料（5,000 円）

⑥　登校後は授業終了後まで外出は認めない。

但し特別の事情のある場合は担任に申し出，

外出許可証を携帯する。

４）紛失，盗難の防止

①　不必要な金銭や高価なものは学校に持って

こない。

②　教室移動の際は錠当番が施錠する。

③　所持品にはすべて学年，組，番号，氏名を

明記して保管は各自で責任をもつ。また個人

用ロッカーは施錠する。

④　体育などの授業では個人の貴重品は一括し

て「貴重品袋」に入れ，教科担任に預ける。

⑤　紛失，盗難，拾得物は担任もしくは生活指

導部に必ず届ける。他人の所有物を無断で使

用しない。

５）集団生活

①　校舎，施設，備品（個人用ロッカーを含む）

は大切に扱い，故意に破損，汚損した場合は

弁償しなければならない。

②　暴力行為あるいは暴力を背景とした行為は

一切認めない。もし被害を受けたり，目撃し

た場合は直ちに担任，生活指導部に連絡する。

③　校舎内，上履き通行帯では所定の上履を着

用し，上下履の区別を明確にすること。

④　外来の客が来校した折には必ず挨拶を励行

し，礼儀正しい態度で接すること。

生　活　規　範

◎　校　内　生　活
１）登校時間

　交通事情のため学年別時差登校とする。

①　１年生は８時20分まで，２年生は８時25分

まで，３年生は８時30分までとする。

②　小遅刻…１年生は８時20分から８時40分の

間の登校。２年生は８時25分から

８時40分の間の登校。３年生は８

時30分から８時40分の間の登校。

③　大遅刻…８時40分以降の登校。まず職員室

に行き遅刻届を受ける。入室の際

に，教科担任に遅刻届を手渡し，

指示に従う。

２）下校時間

　月曜日から金曜日までは午後５時とする。

３）欠席，遅刻，早退

①　届け出は保護者が行う。

②　前日までにわかっている時は担任に届け出

る。

③　当日の場合は８時30分までに学校に電話で

届け出る。

④　早退の場合は早退届を携帯する。

⑤　早退届の用紙に保護者の署名，捺印をもら

い翌日担任に提出する。

⑤　携帯電話の校内での使用は禁止するので，

校内では電源を切って各自厳重に保管してお

くこと。

◎　いじめについて
　いじめは，いじめられた生徒の将来にわたっ

て内面を深く傷つけるものであり，健全な成長

に影響を及ぼす，重大な人権侵害です。学校は，

いじめはもちろん，いじめをはやし立てたり，

傍観したりする行為も絶対に許しません。

　万が一，いじめ（疑わしいものも含む）が発

覚した場合は，然るべき対応をとります。

　なお，いじめとは，殴る・蹴る等の物理的な

いじめ，および，悪口・からかい・無視等の心

理的ないじめだけでなく， ＳＮＳ等での誹謗・

中傷など，インターネットを介したものも含み

ます。

　自分がいじめにあったときはもちろん，友人

がいじめにあっていることがわかったとき，ま

たいじめを目撃したときは，必ず，教員に相談

してください。

◎　校　外　生　活
①　本校の生徒は，１人ひとりが守口東高生と

しての自覚を持って行動すること。

②　外出の際は行先・用件・帰宅時間などを保

　　以上言及していない点については，その都度

生活指導部より指示するので，その指示に従う

こと。

◎　自転車通学について
　自転車通学を希望する者は，生活指導室で申請

した後にラベルを受領し，これを所定の位置に貼

付する。雨天の日は，危険なので，かさは使用せ
ずレインコートを着用すること。

◎　単車・自動車については，三ない運動を推進
する

◎　懲戒規定について
　学校内外を問わず，下記の行為は，訓告，停学，

退学の処分をうける。

①　喫煙，喫煙具所持

②　飲酒

③　考査等の不正行為

④　暴力行為，暴言等

⑤　窃盗，万引き及びこれらの類似行為

⑥　単車・自動車等に関する校則違反

⑦　刃物その他の凶器・危険物等の所持及びこ

れらを用いた傷害行為

⑧　未成年者立ち入り禁止場所への，立ち入り

及び遊戯。

リボンを着用する。

②　合服…冬服，冬服より上着をとった状態お

よび夏服。指定のカーディガン，セー

ター，ベストは着用自由。

③　夏服…制服（夏期用）のスカート・半袖カッ

ターシャツ（マーク入り）を着用す

る。リボンは着用自由。

３．制服の衣替えについては，気象状況等により，

生活指導部が期日を指定する。

４．制服を変改造してはならない。又，制服に余

分な飾り等はつけてはいけない。

５．通学靴は高校生らしい物を使用し草履・サン

ダル等の使用は，一切認めない。

６．髪型・化粧・装身具等

①　パーマ・毛染め・脱色・つけ毛は禁止。

②　口紅（有色のリップクリームを含む），つけ

まつ毛・アイシャドウ・マニキュア等，化粧

は一切禁止

③　アクセサリー類の装着は禁止する。

７．特別な事情により異装する場合は，事前に申

し出て許可を受けること。この場合は，必ず異

装許可証を携行すること。

８．防寒着規定（厳寒期12・1・2 月に適用を原則

とする）

①　防寒着は，登下校時のみ着用してもよい。

但し，デザインも華美でないものとする。

会会員となる義務を負う。会員は，生徒会活動

に積極的に参加しなければならない。

第５条　本会に関する会員の権利・義務は，全く

平等であって，学年・性別・思想その他いかな

る条件によっても差別されない。

第６条　会員は，年額 1,700 円の会費を納入しな

ければならない。

　第３章　機　　　関
第８条　本会は，会の目的を達成するために，次

の機関を置く。

　１．生徒総会（以下総会）

　２．生徒議会（以下議会）

　３．生徒会執行委員会（以下執行委員会）

　４．生徒会常設委員会（以下常設委員会）

　　（1）会計委員会　　　　（2）ＨＲ委員会

　　（3）生活・保健委員会　（4）体育委員会

　　（5）文化委員会

　５．選挙管理委員会

　６．会計監査委員会

第９条　各機関の会議は，構成人員の３分の２以

上の出席をもって成立する。

第10条　各機関の議事は，特別な場合をのぞいて，

出席者の過半数の支持で議決される。可否同数

の場合は，議長の決するところによる。執行委

員会のメンバー及び議案提案者は，議決権を持

　　（1）委 員 長　１名

　　（2）副委員長　１名

　　（3）書　　記　１名

第13条　学級で選出する生徒会関係の委員を，次

の通りとする。

　１．生徒議会議員＝学級代表　男１名・女１名

　２．会　　計　　１名

　３．ＨＲ委員　　　　　　　男１名・女１名

　４．生活・保健委員　　　　男１名・女１名

　５．体育委員　　　　　　　男１名・女１名

　６．文化委員　　　　　　　男１名・女１名

第14条　役員の選出は，以下の方法で行う。なお，

選挙は，選挙管理委員会が管理・運営し，別に

選挙管理規定を定める。

１．執行委員会四役は，全会員の直接選挙で選

出する。

２．その他の機関の役員については，各機関の

内部で，立候補又は互選により選出する。

第15条　生徒会の年度は，５月１日から，翌年の

４月末日までとし，そのなかを２期にわける。

　５月１日から10月末日までを前期，11月１日

から４月末日までを後期とし，役員の任期は，

６ヶ月とする。ただし，任期終了後，新役員選

出にいたる期間は，前任期の役員がその任務を

代行する。

第16条　各機関の役員は，役員を兼務することは

たない。

第11条　各機関の会議は，校内に公開することを

原則とし，傍聴者は，議長の許可があれば，発

言することができる。ただし，傍聴者には議決

権はない。特別の場合は，傍聴を拒否すること

ができる。

　第４章　役　　　員
第12条　本会の各機関には，次の役員を置く。

　１．総会及び議会の議長団（以下議長団）

　　　　議　　長　１名

　　　　副 議 長　１名

　　　　書　　記　１名

　２．執行委員会

　　（1）会　　長　１名

　　（2）副 会 長　１名

　　（3）書　　記　１名　
（以下執行委員会四役）

　　（4）会　　計　１名

　　（5）執行委員　４名

　３．常設委員会

　　（1）委 員 長　１名

　　（2）副委員長　１名

　４．選挙管理委員会

　　（1）委 員 長　１名

　　（2）副委員長　１名

　５．会計監査委員会

がある。

第18条　役員の辞任は，次の手続きと条件をみた

せば，辞任が認められる。

１．執行委員会の辞任について

（1）理由書を議長団に提出する。

（2）議会における質疑にこたえる。

（3）出席議員の３分の２以上の同意がある。

（4）総会において出席会員の無記名投票によ

る３分の２以上の同意がある。

２．執行委員会四役及び他の機関の辞任につい

て

（1）及び（2）前項と同じ

（3）総会において，出席会員の過半数をこえ

る同意がある。

　ただし，議長団の辞任については，理由書

の提出先を会長とする。

３．他の機関の役員の辞任について

（1）理由書を会長に提出する。

（2）会長は，執行委員会で検討のうえ，当該

機関に諮る。

（3）当該機関の出席者の３分の２以上の同意

がある。

第19条　各機関及びその役員に，リコールや辞任

によって欠員が生じた時は，すみやかに後任者

を選出しなければならない。

できないが，期をまたがって各機関の役員につ

くことは妨げられない。

第17条　会員は，機関又は役員をリコールするこ

とができる。ただし，リコールの成立には，次

の条件が必要である。

　１．執行委員会のリコールについて

（1）全会員の４分の１以上の署名，及び理由

書を選挙管理委員会に提出する。

（2）選挙管理委員会は，総会に議案として提

出する。

（3）総会において，出席会員の無記名投票に

よる４分の３以上の支持がある。

２．執行委員会四役，他の機関のリコールにつ

いて

（1）及び（2）前項と同じ

（3）総会において，出席会員の過半数の支持

がある。

　ただし，選挙管理委員会のリコールを請求

する時は，署名及び理由書の提出先を議長団

とする。

　３．他の機関の役員のリコールについて

（1）全会員の５分の１以上の署名，及び理由

書を会長に提出する。

（2）会長は，執行委員会で検討のうえ，当該

機関に諮る。

（3）当該機関の出席者の３分の２以上の支持

　第６章　議　　　会
第25条　議会は，総会につぐ決議機関で，総会か

ら総会までの間，全会員を代表して議案を決議

する。議会は，総会に対して責任を負う。

第26条　議会は，学級から選出された男・女各１

名の議員＝学級代表と執行委員会のメンバーで

構成される。

第27条　議会は，議長によって召集され，議員の

３分の２以上の出席で成立する。運営は議長団

があたる。ただし，新しい期の最初の議会は，

会長が召集し，会長が議長団選出のための議事

をとりおこなう。副会長は，これを補佐する。

第28条　議長は，総会及び議会を運営統轄し，副

議長がこれを補佐する。

第29条　書記は，総会及び議会の議事録を作成し，

保管する。議長又は会長からの要請があれば，

議事録を公表する。

第30条　総会及び議会の議事運営に関わる決定は，

議会で行い，出席議員の３分の２以上の支持が

必要である。

第31条　議会は，次のことを決議又は承認する。

１．総会に提出する議案

２．選挙管理委員及び会計監査委員の選出

３．生徒会諸規定・細則案又は改定案

４．執行委員会から提案された議案

５．選挙管理委員会及び会計監査委員会からの

　第５章　総　　　会
第20条　総会は，本会最高の議決機関で，全会員

で構成する。

第21条　総会は，会長によって召集され，全会員

の３分の２以上の出席によって成立する。総会

の議長及び運営は，議長団があたる。

第22条　総会は，次のことを決議する。

１．予算・決算・会計監査に関する件

２．会費を含む会則の改定に関する件

３．執行委員会・その他の機関・及び執行委員

会四役の進退に関する件

４．全会員に強制的義務を生ずる，生徒会の規

定・細則等の改定に関する件

５．議会・執行委員会・その他の機関が，特に

開催の必要を認めそれらが提案した議案

６．議会と執行委員会の意見又は権限が，著し

く対立した事案に関する件

７．会員の５分の１以上から提案された議案

８．その他

第23条　総会の議事提案者は，あらかじめ議長団

に議案を提出し，総会では，議案をよく説明し，

会員の質疑に答えなければならない。

第24条　会長は，総会開催の５日以前に，全会員

に総会の日時・場所・議題を告示しなければな

らない。

護者に必ず連絡しておくこと。

③　アルバイトは，保護者とよく協議のうえ，

高校生活に支障のないようにすること。

④　高校生にふさわしくない飲食店や遊戯場

に立ち入らないこと。

⑤　休暇中も登校の際は「服装規定」に従うこと。

⑥　本校生徒として外部諸団体への加盟，参加，

出場等をする場合は，学校長の許可を得るこ

と。

◎　服　装　規　定（制服図参照）

１．男子制服

①　冬服…本校指定の制服上下，カッターシャ

ツ（マーク入り），ネクタイを着用す

る。指定のカーディガン，セーター，

ベストは着用自由。

②　合服…冬服，冬服より上着をとった状態お

よび夏服。指定のカーディガン，セー

ター，ベストは着用自由。

③　夏服……制服（夏期用）のズボンと半袖カッ

ターシャツ（マーク入り）を着用す

る。ネクタイは着用自由。

２．女子制服

①　冬服…本校指定の制服上下，カッターシャ

ツ（マーク入り），指定のカーディガ

ン，セーター，ベストは着用自由。

５．教育課程表 ６．暴風警報発令に伴う措置について
・平常授業時

①　午前７時現在，大阪府下に対して，暴風警

報が発令されているとき→自宅待機とする。
②　午前７時～10時の間に暴風警報が解除され

たとき→５限より授業を行う。
③　午前10時に暴風警報が発令中のとき→臨時
休校とする。

・考査時

　午前７時現在，大阪府下に対して，暴風警報

が発令されているとき→臨時休校とする。
　

　考査日程は，臨時休校となった考査は，最終

日の翌日に変更する。

・行事日

　臨時休校となったときは，登校を禁止する。

証明するものを提出する。）

②　考査開始から20分以上遅刻したときの受験

は認められない。遅刻して入室できない生徒

は，職員室に行き指示を受けること。（その考

査は，欠席となる。）

考査開始時間

第１限目　 9時10分～10時00分

第２限目　10時15分～11時05分

第３限目　11時20分～12時10分

（ＳＨＲ，清掃）

注意：ただし，他学年が授業をしている場合別

途定める。

４．校時について
　　週30時間。月曜日～金曜日：１日６時間授業。

⑨　その他著しく反社会的又は，不道徳な行為

を行った時


